
令和６年度 第１回 湯沢町総合戦略推進会議 次第 

 

日時：令和６年５月 29日 10：00～ 

会場：湯沢町役場 ３階 大会議室 

 

 

・町長あいさつ 

 

・委嘱状の交付 

 

・自己紹介 

 

 

次 第 

１．委員長及び副委員長の選出（資料１） 

 

 

 

２．現行計画の推進状況と評価について（資料２） 

 

 

 

３．町民アンケートの実施について（資料３） 

 

 

 

４．今後のスケジュールについて（資料４） 

 

 

 

５．その他 



（令和６年度） 第１回湯沢町総合戦略推進会議出席者名簿

№ 区分 所属 役職等 氏　名 ふりがな 備考

1 学 日本大学経済学部 教授 鷲見　英司 すみ　えいじ

2 産 湯沢町商工会 会長 綿貫　靖夫 わたぬき　やすお

3 産 一般社団法人湯沢町観光まちづくり機構 代表理事 岡　淳朗 おか　あつお

4 産 東日本旅客鉄道株式会社越後湯沢駅 駅長 千代　達彦 ちよ　たつひこ

5 労 社会福祉法人湯沢町社会福祉協議会 会長 髙橋　政弘 たかはし　まさひろ

6 官 新潟県南魚沼地域振興局企画振興部 部長 星名　秋彦 ほしな　あきひこ

7 金 第四北越銀行　湯沢支店 支店長 竹樋　渉 たけひ　わたる

8 金 新潟縣信用組合　湯沢支店　 支店長 桑原　優 くわばら　まさる

9 町民（士） 町民 司法書士 剱持　崇紀 けんもつ　たかのり 欠席

10 町民（言） 町民 ｱﾅｳﾝｻｰ 南雲　有華 なぐも　ゆか

11 町民 町民 会社員 角谷　真一郎 すみや　しんいちろう

12 町民 町民 ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｰｽ 上村　貴子 かみむら　たかこ

企画産業観光部 部長 南雲　一春 なぐも　かずはる

企画産業観光部　企画観光課 課長 富沢　雅文 とみざわ　まさふみ

企画産業観光部　企画観光課　企画係 係長 平賀　大裕 ひらが　だいすけ

企画産業観光部　企画観光課　企画係 係員 広沢　葵 ひろさわ　あおい

国が示す主な参画主体に属する有識者

・労働組合総連合会　・労働者福祉協議会　・勤労者福祉サービスセンター
・社会福祉協議会　・地方公共団体の職員労働組合等

区分 主な参画主体

産：産業界
・経済同友会　・商工会議所　・農業協同組合　・漁業協同組合
・森林組合　・DMO　・民間事業者等

官：行政機関
・市長会　・町村会　・関係市区町村　・職業安定所　・財務局、財務事務所
・経済産業局　・地方整備局　・農政局　・地方議会　・農業委員会等

言：報道機関等
・テレビ局　・ラジオ局　・新聞社　・出版社　・ウェブメディア
・フリーライター　・フリーアナウンサー等

士：士業
・弁護士　・司法書士　・行政書士　・公認会計士　・税理士　・建築士
・不動産鑑定士　・土地家屋調査士　・中小企業診断士等

事務局

学：教育機関 ・大学　・高等専門学校　・小、中、高等学校　・教育委員会　・PTA等

金：金融機関 ・都市銀行　・地方銀行　・信用金庫　・ゆうちょ銀行　・農業協同組合等

労：労働団体
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○湯沢町総合戦略推進会議設置要綱 

令和５年５月31日 

要綱第36号 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号。）第10条第１項に規定す

る市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見

を反映させるため、湯沢町総合戦略推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

(1) 総合戦略の策定に関する事項 

(2) 総合戦略の推進に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員は、町民並びに、産業界、教育機関、金融機関、その他町長が必要と認める組

織等に属する有識者の中から町長が委嘱する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げないものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

４ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

資料１ 
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第６条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員任命

後の最初の推進会議は町長が招集する。 

 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、企画観光課において処理する。 

 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

附 則 

（施工期日） 

この要綱は、公布の日から施行する。 



第２期 湯沢町人口ビジョン・総合戦略の評価（R6.5月時点） 

基本目標１ 【魅力にあふれ、やりがいを感じて働くことができるまち】 

結果と考察 

・目標達成のための取組の「中子町有地等の利活用の推進」と「IT企業

の進出推進」の合計が計画値を上回ることができたが、基本目標の数

値目標である「雇用創出数」は目標値に達しなかった。 

・「中子町有地等の利活用の推進」の実績は、きのこ生産工場の１件。同

工場は生産量が毎月約 28ｔという大きい規模だが、機械を導入してい

ることもあり、雇用者数としては十数名となっている。 

・「IT 企業の進出推進」による進出企業は、マンションの一室を利用す

るなど、比較的規模が小さいところが多い。今後、事業拡大による雇

用の創出が期待されるが、それにはある程度の時間を要すると考察さ

れる。 

・「起業支援」を通じた起業者についても、比較的規模の小さい事業者が

多いが、いくつかの企業において、数名の雇用が確認できている。 

評価 
企業誘致や起業支援と、雇用創出には時間差が生じることもあるが、着

実な雇用の創出にはつながっていると評価する。 

 

基本目標２ 【雇用が安定し、活力ある産業が持続するまち】 

結果と考察 

・６つある目標達成のための取組の内、１つしか計画値を上回ることが

できていないが、基本目標の数値目標である「町内における全体就業

者数」の目標値（現状維持 H28：5,995人）については、実績値 5,464

人で目標値の 91.1％となっており、そこまで大幅な減少とはならなか

った。 

・目標達成のための取組で計画値を上回っている「資格取得の支援」は、

土木事業者や交通事業者の他、宿泊事業者からも申請実績があり、町

にとって不可欠な除雪、交通、観光における雇用確保の一助となって

いると考察される。 

・目標達成のための取組の内、いくつかの事業で実績を把握できない事

業が存在する。 

評価 
一部の取組においては、町にとって必要不可欠な事業者の雇用維持につ

ながっていたと評価する。 

 

資料 2 



基本目標３ 【若者が生活の場として選択するまち】 

結果と考察 

・基本目標の数値目標である「20-30 歳代の社会増減数」は目標値を達

成することはできなかったが、計画策定時の-25 人から大幅に改善し

-8.75人となった。 

・前述の改善が図れた要因として、目標達成のための取組の「移住支援

体制の強化」や「U・I ターン促進住宅支援モデル事業」（賃貸住宅の

家賃補助）を利用した移住者の人数が計画値を大きく上回っているこ

とや、他の取組についても、計画値の 50％以上を達成しており、移住

に関する取組の成果によるところが大きいと考察される。 

・目標達成のための取組「新幹線通勤の支援」が計画値に達していない

が、新型コロナウイルスの影響によるワークスタイルの変化（リモー

トワーク等の普及）に伴い、「通勤定期券への補助」というやり方が馴

染まなくなってきている可能性が予想される。 

評価 
基本目標の数値目標は達成できていないが、大幅な改善が図れているこ

とから取組の方向性としては正しいと評価する。 

 

基本目標４ 【子どもがすくすく育つまち】 

結果と考察 

・基本目標の目標値である「合計特殊出生率」と「年間出生数」及び、

目標達成のための取組の「婚姻件数」も目標値を達成できていない上

に、計画策定時の値からも下がっている。 

・「婚姻件数」の減少に比例して「合計特殊出生率」と「年間出生数」が

減少していると考察される。 

・一方、目標達成のための取組の「出産支援」及び「子育て支援」の KPI

「生まれた子どもにおける第１子と第２子の比率」については、計画

値に近い実績が出ており、第１子を出産すると、第２子を出産する割

合は多いと見込まれる。 

※２つのＫＰＩについてはアンケート調査の結果が出てから考察する。 

評価 
婚姻数や出生数について減少を止めることができていないことから、実

施した取組が成果につながっていないと評価する。 



 

基本目標５ 【多くの人が訪れ、交流する活気あふれるまち】 

結果と考察 

・基本目標の数値目標及び、目標達成のための取組のいずれも目標を達

成することができなかった。観光に関する取組みについては、新型コ

ロナウイルスの影響が大きいと考察される。 

・新型コロナウイルスの影響が落ち着いた、令和５年度からは外国人観

光客も含めた観光客数は回復傾向にある。 

評価 
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた期間であるため、取組の成果

を正確には評価しがたい。 

 

基本目標６ 【安全・安心で快適に暮らせるまち】 

結果と考察 ※アンケート調査の結果が出てから考察する。 

評価  

 

 

 

 



人口ビジョン・総合戦略策定のための町民アンケート実施方針 

 

１．目的 

第３期湯沢町人口ビジョン・総合戦略（R7～R11）の策定の基礎となるデータ収集のため 

 

 

２．対象 

16～39歳の全町民 約 1,800人（①+②） 

（抽出基準日）令和６年５月 31日  （年齢基準日）令和７年３月 31日時点 

（根拠）国が示す「地方人口ビジョンの策定のための手引き」（令和元年 12 月版）によると

「人口の将来を展望するに当たっては、地域住民の結婚・出産・子育ての希望や、地方移住

に関する希望などを実現する観点を重視することが重要である。このため、・・・地方人口

ビジョン策定に当たって必要と考えられる調査・分析を関係機関の協力を得つつ行うこと

が望まれる。」とあることから、子育て中やこれから結婚や出産を控えている年齢層である

16～39歳を対象にアンケートを実施する。 

（区分）アンケートは下記の２区分に分けて実施する。 

①16歳～18歳（高校生世代）（H18.4.2生～H21.4.1生）：300人 

  ②19歳～39歳（S60.4.2生～H18.4.1生）：1,500人 

 

３．アンケート方法 

webアンケートのみで実施。 

（対象者に、web回答フォームの QRコード及び URLが印刷された案内文を送付） 

 

４．実施期間 

  発送：令和６年６月３日～６月７日までの間 

回答期限：令和６年６月 21日（金）（予定） 

資料３ 



 

 

 

 

 

 

湯沢町人口ビジョン・総合戦略策定のための町民アンケート 

     ～ ご協力のお願い ～ （16-18歳） 

 

 

 

裏面をご確認いただき、アンケートにご協力をお願いいたします。 

 

 

 

このご案内は、令和６年５月 31日現在の住民登録に基づき 

令和６年度末（令和７年３月末）で 16～18歳になる方を対象 

に送付しています。 

 

 

 

湯沢町企画産業観光部 企画観光課 

〒 

（住所） 

 

（宛名） 様 

（湯沢町人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ・総合戦略策定のための町民ｱﾝｹｰﾄ在中） 

資料３-１ 



 

湯沢町人口ビジョン・総合戦略策定のための町民アンケート 

～ ご協力のお願い ～ （16-18歳） 

 

町民の皆様には、日頃から町政に対し格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

湯沢町では、人口減少をできる限り緩やかにすることを将来展望に掲げた「人口ビジョン」を策

定し、その実現のための対策などを「総合戦略」として位置付け、各種政策を推進しています。 

この取組により湯沢町では、８年連続で転入者が転出者を上回る「転入超過」を達成し、出生や

死亡を含めた総人口の減少率を緩やかにすることに成功しています。 

現在の「湯沢町人口ビジョン・総合戦略」は、令和２年度から令和６年度までを期間とした   

第２期目の計画であり、今年度が最終年度となるため令和７年度を始期とする「第３期湯沢町人口

ビジョン・総合戦略」を策定する必要があります。 

この策定にあたり、将来のまちづくりの主役となる 16～18歳及び 19～39歳の町民全員にアンケ

ートを実施させていただくことといたしました。 

一人でも多くの方から回答をいただくことが、人口減少克服のために総合戦略に位置付ける確度

の高い政策づくりにつながると考えておりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、アンケート

へのご協力をお願いいたします。 

令和６年６月 

湯沢町長 田村 正幸 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．アンケートの対象者：16歳～18歳の全町民 

２．アンケートの回答方法 

・アンケートはWeb回答のみとなります。（最大 17問） 

・スマートフォンで右記の QRコードを読み取るか 

PCに下記の URLを入力してご回答をお願いします。 

 

    

 

 

 

 

３．アンケート回答期限：令和６年６月 21日（金）まで 

 ４．留意事項 

・兄弟や姉妹がいる場合、アンケート依頼がご家族内で複数届く場合がありますが、各個人で回答

をお願いいたします。 

・回答はすべて統計的に処理し、個人が特定されることは決してありません。 

・本アンケートは Google ﾌｫｰﾑを使った調査ですが、回答からﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの収集はしません。よって

Google ｱｶｳﾝﾄ（Gmail ｱﾄﾞﾚｽ）が無くても回答することが可能です。 

 ・結婚や出産に関する質問や、プライバシーに関わるものも一部含まれています。それらは今後の

政策づくりの基礎資料とするために必要なものですが、答えにくい質問は答えていただかなくて

も構いません。 

 

（問い合わせ） 

湯沢町企画観光課 企画係 TEL:025-784-4850 メール：kikaku@town.yuzawa.lg.jp 

※19～39 歳の方にも同様のアンケートをお願いしていますが、設問が異なりま

すので、兄弟や姉妹がいる場合には QR コードの読み取りや URL の入力は間違

いがないようにお願いいたします。 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRYC-

pGRQ7Bb98PrgrAkXuGDcgewcggUgv3nOwnGr5SZqWjQ/viewform 16-18アンケート QR 

tel:025-784-4850
mailto:kikaku@town.yuzawa.lg.jp


 

 

 

 

 

 

問1 あなたの性別についてお聞きします。（○は１つ） 必須 

 

問2 現在お住いの地区についてお聞きします。（○は１つ） 必須 

 

問3 あなたは、湯沢町は住みよい町だと思いますか。（○は１つ） 必須 KPI等 

 

問4 あなたは、町政・町の財政に関心がありますか。（○は１つ） 必須 KPI等 

 

問5 あなたは、日常会話程度の英語を話すことができますか。（○は１つ）必須 KPI等 

 

 

問6 配偶者（婚姻関係にある相手）はいらっしゃいますか。（○は１つ） 

１． 男性 ２． 女性 ３．その他 ４．回答しない 

１． 湯沢地区 ２． 神立地区 ３． 土樽地区 

４． 三俣地区 ５． 三国地区  ６．回答しない 

１． とても住みよい ２． まあ住みよい ３． どちらともいえない 

４． やや住みにくい ５． とても住みにくい  

１． とても関心がある ２． ある程度関心がある ３． どちらともいえない 

４． あまり関心がない ５． まったく関心がない  

１． 話すことができる ２． まあまあ話すことができる  

３． あまり話すことができない ４． まったく話すことができない  

１． いる 【問12に進んでください】 ２． いない 【問7に進んでください】  

３． 回答しない【問12に進んでください】 ４．   

湯沢町人口ビジョン・総合戦略策定の

ための町民アンケート 

1. あなたと地域社会や町政への関心について： 以下の質問への回答をお願いします。 

2. 結婚観について： 以下の質問への回答をお願いします。 

16-18 
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■配偶者がいない方にお聞きします。 

問7 あなたは、将来結婚したいと思いますか。（○は１つ）必須 KPI等 

問8 あなたが結婚するなら、理想の結婚年齢は何歳頃だとお考えですか。（○は１つ）

必須 KPI等 

 

問9 結婚して子どもを持つとすれば、理想の子どもの数は何人ですか。（○は１つ） 

必須 KPI等 

問10 あなたが、将来結婚したいと思う理由は何ですか。（複数選択可） 

 

■結婚したいと思わないと回答した方にお聞きします。 

問11 あなたが、将来結婚したくないと思う理由は何ですか。（複数選択可） 

 

１． 思う【問8に進んでください】 ２． 思わない【問11に進んでください】  

３． 回答しない【問12に進んでください】 ４．   

１． 20歳よりも前 ２． 20～24歳 ３． 25～29歳 

４． 30～34歳 ５． 35～39歳 ６． 40歳～44歳 

７． 45歳以上   

１． 0人 ２． 1人 ３． ２人 

４． 3人 ５． 4人 6. 5人以上 

１． 精神的安らぎの場が得られる ２． 子どもや家族をもてる 

３． 親や周囲の期待に応えられる ４． 愛情を感じている人と暮らせる 

５． 社会的信用や対等な関係が得られる ６． 親から独立できる 

７． 生活上便利になる  

８． その他（具体的に                              ） 

１． 結婚そのものに興味がない ２． 結婚する必要を感じない 

３． 仕事や学業に打ち込みたい ４． 趣味や娯楽を楽しみたい 

５． 適当な相手に巡りあえるか不安 ６． 異性とうまく付き合えるか不安 

７． 結婚後の生活資金が不安 ８． まだ若すぎて結婚のことは考えられない 

９． その他（具体的に                              ） 



 

問12 今後の進路希望についてお聞きします。（○は１つ） 

 

問13 進路（進学・就職）先へは、どこに居住して通いますか。今後、希望する居住

地を選択してください。（○は１つ） 

 

 

 

 

■今後の居住地として、湯沢町以外の地域を選択された方にお聞きします。 

問14 将来は、また湯沢町で暮らしたいですか。（○は１つ）必須 KPI等 

 

問15 何歳頃に、湯沢町に戻りたいですか。（○は１つ）【問17に進んでください】必須 

KPI等 

 

問16 湯沢町で暮らしたくないと回答した方へ。暮らしたくない理由は何ですか。（複

数選択可）必須 KPI等 

１． 進学（大学・短大・専門学校等） ２． 就職（現在就職している方を含む）  

３． その他（具体的に：    ） 

１． 湯沢町 【問17に進んでください】 

２． 新潟県内（湯沢町以外） 【問14に進んでください】 

３． 新潟県外 【問14に進んでください】 

４． 国外   【問14に進んでください】 

１． 暮らしたい【問15に進んでください】 ２． 暮らしたくない【問16に進んでください】  

１． 20歳よりも前 ２． 20歳代 ３． 30歳代 

４． 40歳代 ５． 50歳代 ６．60歳以上 

１．寒いから・雪が多いから ２．町内の移動が不便だから（バスや電車が少ない） 

３．買い物が不便だから ４．就きたい職業が町内にないから 

５．娯楽施設が少ないから ６．友人や異性等との出会いの場が少ないから 

７．医療機関が少ないから ８．体育施設、ホール、公園等の公共施設が少ないから 

９．若者がまわりに少ないから   

10．その他（具体的に               ） 

3. 将来の進路や居住地について： 以下の質問への回答をお願いします。 



 

問17  若者の定住対策・人口減少対策に対するご意見・ご提案等がございましたらご

記入ください。 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。  



 

 

 

 

 

 

湯沢町人口ビジョン・総合戦略策定のための町民アンケート 

     ～ ご協力のお願い ～ （19-39歳） 

 

 

 

裏面をご確認いただき、アンケートにご協力をお願いいたします。 

 

 

 

このご案内は、令和６年５月 31日現在の住民登録に基づき 

令和６年度末（令和７年３月末）で 19～39歳になる方を対象 

に送付しています。 

 

 

 

湯沢町企画産業観光部 企画観光課 

〒 

（住所） 

 

（宛名） 様 

（湯沢町人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ・総合戦略策定のための町民ｱﾝｹｰﾄ在中） 
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湯沢町人口ビジョン・総合戦略策定のための町民アンケート 

～ ご協力のお願い ～ （19-39歳） 

 

町民の皆様には、日頃から町政に対し格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

湯沢町では、人口減少をできる限り緩やかにすることを将来展望に掲げた「人口ビジョン」を策

定し、その実現のための対策などを「総合戦略」として位置付け、各種政策を推進しています。 

この取組により湯沢町では、８年連続で転入者が転出者を上回る「転入超過」を達成し、出生や

死亡を含めた総人口の減少率を緩やかにすることに成功しています。 

現在の「湯沢町人口ビジョン・総合戦略」は、令和２年度から令和６年度までを期間とした   

第２期目の計画であり、今年度が最終年度となるため令和７年度を始期とする「第３期湯沢町人口

ビジョン・総合戦略」を策定する必要があります。 

この策定にあたり、将来のまちづくりの主役となる 16～18歳及び 19～39歳の町民全員にアンケ

ートを実施させていただくことといたしました。 

一人でも多くの方から回答をいただくことが、人口減少克服のために総合戦略に位置付ける確度

の高い政策づくりにつながると考えておりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、アンケート

へのご協力をお願いいたします。 

令和６年６月 

湯沢町長 田村 正幸 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．アンケートの対象者：19歳～39歳の全町民 

２．アンケートの回答方法 

・アンケートはWeb回答のみとなります。（最大 23問） 

・スマートフォンで右記の QRコードを読み取るか 

PCに下記の URLを入力してご回答をお願いします。 

 

    

 

 

 

 

３．アンケート回答期限：令和６年６月 21日（金）まで 

 ４．留意事項 

・兄弟や姉妹がいる場合、アンケート依頼がご家族内で複数届く場合がありますが、各個人で回答

をお願いいたします。 

・回答はすべて統計的に処理し、個人が特定されることは決してありません。 

・本アンケートは Google ﾌｫｰﾑを使った調査ですが、回答からﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの収集はしません。よって

Google ｱｶｳﾝﾄ（Gmail ｱﾄﾞﾚｽ）が無くても回答することが可能です。 

 ・結婚や出産に関する質問や、プライバシーに関わるものも一部含まれています。それらは今後の

政策づくりの基礎資料とするために必要なものですが、答えにくい質問は答えていただかなくて

も構いません。 

 

（問い合わせ） 

湯沢町企画観光課 企画係 TEL:025-784-4850 メール：kikaku@town.yuzawa.lg.jp 

※16～18 歳の方にも同様のアンケートをお願いしていますが、設問が異なりま

すので、兄弟や姉妹がいる場合には QR コードの読み取りや URL の入力は間違

いがないようにお願いいたします。 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAKfNlPGnObyXbrXg

GJ9DMv6ut6KxDU8s-174t0tICdnjFA/viewform 
19-39アンケート QR 

tel:025-784-4850
mailto:kikaku@town.yuzawa.lg.jp


 

 

 

 

 

 

問1 あなたの性別についてお聞きします。（○は１つ） 必須 

問2 あなたの年齢についてお聞きします。（○は１つ） 必須 

 

問3 現在お住いの地区についてお聞きします。（○は１つ） 必須 

 

問4 通勤・通学先はどどこの市区町村ですか。（○は１つ） 必須 

 

 

問5 あなたは、湯沢町は住みよい町だと思いますか。（○は１つ）必須 

 

問6 あなたは、町政・町の財政に関心がありますか。（○は１つ）必須 

 

 

１． 男性 ２． 女性 ３．その他 ４．回答しない 

1.19～24歳 2.25～29歳 3.30～34歳 ４．35～39歳 

５．回答しない    

１． 湯沢地区 ２． 神立地区 ３． 土樽地区 

４． 三俣地区 ５． 三国地区  ６．回答しない 

１．湯沢町 ２．湯沢町以外 

３．通勤・通学はしていない   

１． とても住みよい ２． まあ住みよい ３． どちらともいえない 

４． やや住みにくい ５． とても住みにくい  

１． とても関心がある ２． ある程度関心がある ３． どちらともいえない 

４． あまり関心がない ５． まったく関心がない  

湯沢町人口ビジョン・総合戦略策定の

ための町民アンケート 
19-39 

1. あなたと地域社会や町政への関心について： 以下の質問への回答をお願いします。 
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問7 湯沢町では、子どもの医療費無料化や給食費無償化、婚活支援などの施策を行っ

ていますが、あなたは、湯沢町が結婚、妊娠、子ども、子育てに温かい社会の実現に

向かっていると思いますか。必須 

 

問8 あなたは、日常会話程度の英語を話すことができますか。（○は１つ） 

 

 

問9 配偶者（婚姻関係にある相手）はいらっしゃいますか。（○は１つ） 

 

■配偶者がいる方にお聞きします。 

問10 お子さんはいらっしゃいますか。（○は１つ） 

 

問11 将来的に予定されている子どもの数（現在いらっしゃるお子さんを含む）は何

人ですか。                                 

 

 

 

１． とても思う ２． ある程度思う ３． どちらともいえない 

４． あまり思わない ５． まったく思わない  

１． 話すことができる ２． まあまあ話すことができる  

３． あまり話すことができない ４． まったく話すことができない  

１． いる 【問10に進んでください】 ２． いない 【問12に進んでください】  

３． 回答しない【問17に進んでください】 ４．   

１． いる ２． いない ３．回答しない 

１． 0人 ２． １人 ３． ２人 ４． ３人 

５． 4人 ６． 5人以上 ６．回答しない  

2. 結婚と理想の子ども数について： 以下の質問への回答をお願いします。 



■配偶者のいない方にお聞きします。（その１） 

問12 今後、結婚したいと思いますか。（○は１つ）必須 KPI等 

問13 理想的には、何年以内に結婚したいとお考えですか。必須 KPI等    

問14 実際には、何年以内に結婚するだろうとお考えですか。必須 KPI等 

問15  結婚して子どもを持つとすれば、理想とする子どもの数は何人ですか。必須 

KPI等 

  

■配偶者がいない方にお聞きします。（その２） 

問16 あなたが、現在独身でいる理由または結婚したいと思わない理由は何ですか。

（複数選択可） 

 

 

 

 

１． 思う【問13に進んでください】 ２． 思わない【問16に進んでください】  

３． 回答しない【問17に進んでください】 ４．   

１． 1年以内 ２． 2～3年以内 ３． 4～5年以内 

４． 6～10年以内 ５． 11～20年以内 ６．その他 

１． 1年以内 ２． 2～3年以内 ３． 4～5年以内 

４． 6～10年以内 ５． 11～20年以内 ６．その他 

１． 0人 ２． 1人 ３． ２人 

４． 3人 ５． 4人 6. 5人以上 ７．回答しない 

１． 結婚するにはまだ若すぎる ２． 結婚する必要を感じない 

３． 今は仕事や学業に打ち込みたい ４． 今は趣味や娯楽を楽しみたい 

５． 独身の自由さや気楽さを失いたくない ６． 異性とうまく付き合えない 

７． 適当な相手に巡りあえない ８． 結婚資金が足りない 

９． 結婚後の生活資金が足りない １０． すでに結婚が決まっている 

１１． その他（具体的に                              ） 



 

問17 あなたの出身地（市区町村）はどこですか。（○は１つ） 

 

 

 

 

■湯沢町出身の方にお聞きします。 

問18 町外に住んでいたことがありますか。（○は１つ） 

 

■湯沢町出身で町外に住んでいたことがある方にお聞きします。 

問19 あなたが湯沢町に戻ることになったきっかけは何ですか。（○は１つ） 

【問21に進んでください】 

■湯沢町以外の出身の方にお聞きします。 

問20 あなたが湯沢町に住むことになったきっかけは何ですか。（○は１つ） 

 

■定住の意思についてお聞きします。 

問21 あなたは、今後も湯沢町に住み続けたいと思いますか。（○は１つ）必須 KPI等 

 

 

 

 

 

１． 湯沢町 【問18に進んでください】 

２． 新潟県内（湯沢町以外） 【問20に進んでください】 

３． 新潟県外  【問20に進んでください】 

４． 国外   【問20に進んでください】 

１． ある【問19に進んでください】 ２． ない【問21に進んでください】  

１． 職業（仕事） ２． 戸籍（結婚・離死別等） ３． 住宅（住まい） 

４． 学業 ５． 家族 ６． その他（            ） 

１． 職業（仕事） ２． 戸籍（結婚・離死別等） ３． 住宅（住まい） 

４． 学業 ５． 家族 ６． その他（              ） 

１． 湯沢町に住み続けたい 【問23に進んでください】 

２． 新潟県内の別の市町村に移りたい 【問22に進んでください】 

３． 新潟県外に移りたい 【問22に進んでください】 

４． 国外に移りたい  【問22に進んでください】 

3. 出身地や定住意向について： 以下の質問への回答をお願いします。 



■湯沢町以外に移りたいと回答した方にお聞きします。 

問22 あなたが町外に移りたい理由は何ですか。（複数選択可） 

 

問23 若者の定住対策・人口減少対策に対するご意見・ご提案等がございましたらご

記入ください。 

 

 

１．寒いから・雪が多いから ２．町内の移動が不便だから（バスや電車が少ない） 

３．買い物が不便だから ４．就きたい職業が町内にないから 

５．娯楽施設が少ないから ６．友人や異性等との出会いの場が少ないから 

７．医療機関が少ないから ８．体育施設、ホール、公園等の公共施設が少ないから 

９．住環境に満足していないから  10．子どもの保育・教育環境に満足していないから 

11．その他（具体的に                          ） 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。  

 

 



1 地方創生推進本部 ① ② ③ ③

・現戦略の評価報告

・次期戦略案の確認

・次期戦略の確定

2 地方創生検討委員会

・次期戦略素案に対する意見収集

3 総合戦略推進会議 ① ② ③ ④ ⑤

・委員委嘱

・現戦略の評価報告

・次期戦略案の諮問

・次期戦略案の審議

・答申

4 議会報告

5 次期総合戦略案の作成

6 次期人口ビジョンの作成

7 パブリックコメント

【策定体制】

1 地方創生推進本部

2 地方創生検討委員会

【諮問機関】

総合戦略推進会議

５月 ６月

産官学金労の各分野からなる外部の方々

本部長：町長　副本部長：副町長　部員：各部長

（構成員）

委員：各課長

（構成員）

７月 ８月 ９月

湯沢町総合戦略策定スケジュール　案

４月

R6年度R5年度

３月10月 11月 12月 １月 ２月３月

30日

アンケート
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